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１．障害者（児）福祉の概要 

 障害者に関する施策は、障害のある人もない人も、社会の一員として互いに尊重し支え

合いながら、地域の中で、共に生活する社会こそが当たり前の社会であるとする「ノーマ

ライゼーション」の理念に基づき、平成 15 年 4 月に施行された「支援費制度」によって、

従来の「措置制度」から大きく転換しました。 

 しかし、「支援費制度」では、障害種別ごとに縦割りでサービスが提供されていたため、

わかりづらい仕組みであったこと、精神障害者は支援費制度の対象外であったこと、自治

体ごとのサービス提供体制に差異があり、地域間格差が生じていたことなどの問題点が指

摘されていました。 

 こうした制度上の問題を解決し、障害者が地域で安心して暮らせる「ノーマライゼーシ

ョン社会」を実現するため、平成 18 年に「障害者自立支援法」が制定されました。 

 この法制度には、身体障害者、知的障害者及び精神障害者に対し共通のサービスが提供

される、支給決定手続きや基準の明確化が図られる、働きたいと考えている障害者への就

労支援が強化される、サービスの実施主体が市町村に一元化されるなど、特徴的なポイン

トがあります。 

 今後、障害者の就労支援や居宅援護、様々な社会資源の活用が進むことが期待されます。 
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２．身体障害者（児）福祉について 

身体障害者の自立と社会経済活動への参加を援助し、その福祉の増進を図ることを目

的として、昭和２４年に「身体障害者福祉法」が制定されました。 

その後、身体障害者への援護は、更生援護等の保護を中心とした施策から、自立を支

援することへと転換されました。 

身体障害者（児）福祉の目的は、障害者（児）が自ら進んでその障害を克服し、その

有する能力を活用することにより、社会活動への参加を促進することにあります。 

そのためには、身体のハンディキャップをできるだけ補い、また除去するとともに、

その職業能力や生活能力を可能な限り回復させて、社会参加できる機会を増やしていく

ことが求められます。 

 

(1)身体障害者手帳の交付状況 

 身体障害者手帳は、肢体不自由、視覚、聴覚又は平行機能、音声、言語又はそしゃく機

能、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓などの機能障害、及び、HIV 感染によ

る免疫機能障害により、障害の程度が、1 級から 6 級までに該当される方に交付されます。 

 

身体障害者手帳所持者数 （平成２３年４月１日現在） 

身体障害者手帳所持者総合等級別一覧 

１ 級 １，６０９人 

２ 級 １，０２４人 

３ 級 １，１９３人 

４ 級 １，４３９人 

５ 級   ４１９人 

６ 級    ３５８人 

計 ６，０４２人 
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身体障害者等級別状況・障害名別件数         （平成２３年４月１日現在）（人） 

障 害 別 年齢区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 7 級 計 構成比 

視 覚 障 害 
18 歳以上 160 233 68 50 193 92 0 796 

9.1％ 
18 歳未満 1 0 2 1 4 0 0 8 

聴覚・平衡 
 

機 能 障 害 

18 歳以上 0 126 79 78 7 188 0 478 
5.6％ 

18 歳未満 0 4 3 0 0 6 0 13 

音声・言語 
 

機 能 障 害 

18 歳以上 0 0 126 44 1 0 0 171 
2.0％ 

18 歳未満 0 0 1 0 0 0 0 1 

肢体不自由 
18 歳以上 236 777 1094 1880 701 304 427 5419 

62.7％ 
18 歳未満 42 13 16 7 7 4 0 89 

心臓機能障害 
18 歳以上 566 0 218 271 0 0 0 1055 

12.1％ 
18 歳未満 2 0 5 2 0 0 0 9 

腎臓機能障害 
18 歳以上 263 0 38 10 0 0 0 311 

3.5％ 
18 歳未満 0 0 0 0 0 0 0 0 

呼 吸 器 
 

機 能 障 害 

18 歳以上 17 0 104 25 0 0 0 146 
1.7％ 

18 歳未満 2 0 1 0 0 0 0 3 

ぼうこう又は 
直腸・小腸 
機能障害 

18 歳以上 6 0 24 245 0 0 0 275 
3.2％ 

18 歳未満 2 0 0 0 0 0 0 2 

肝臓機能障害 
18 歳以上 7 0 1 0 0 0 0 8 

0.1％ 
18 歳未満 0 0 0 0 0 0 0 0 

免疫機能障害 
18 歳以上 3 0 0 0 0 0 0 3 

0.0％ 
18 歳未満 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 
18 歳以上 1258 1136 1752 2603 902 584 472 8660 

100％ 
18 歳未満 49 17 28 10 11 10 0 128 

総        計 1307 1153 1780 2613 913 594 472 8788 100％ 

身体障害者手帳所持者の推移 （平成２３年４月１日現在） 

区  分 １８歳未満 １８歳以上 合 計 増 減 指 数 

平成 20 年度  97 人 5,836 人 5,933 人  100.0％ 

平成 21 年度 93 人 5,910 人 6,003 人 ＋70 人 101.1％ 

平成 22 年度 88 人 5,953 人 6,041 人 ＋38 人 101.8％ 

 平成 23 年度 88 人 5,954 人 6,042 人 ＋ 1 人 101.8％ 

※ 指数は、平成 20 年度との比較 
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(2)身体障害者（児）福祉タクシー料金助成事業 

  身体障害者（児）がタクシーを利用する場合、その料金の一部を助成することにより、

日常生活の利便性の向上と社会参加の促進を図ります。（年間４８枚。週２回以上の人

工透析者には年間１０８枚交付。週２回未満の人工透析者には年間７２枚交付。１枚に

つき５００円。１回につき１枚使用可能。） 

   （対 象 者） 身体障害者手帳の所持者で１級～３級に該当する方 

 ○ 平成１９年度 交付者数 ２,６７５人 

○ 平成２０年度 交付者数 ２，８４９人 

○ 平成２１年度 交付者数 ２，８９４人 

     ○ 平成２２年度 交付者数 ２，８９０人 

 

(3)重度障害者渡船料助成事業 

柱島地区に住所を有する１級～３級の身体障害者手帳を所持する方に対し、柱島渡船

利用券（片道分年２８枚）を交付し、離島の障害者福祉に寄与することを目的として行

います。 

 ○ 平成１９年度 交付者数  単独 ９人  介護人付 ９人 

○ 平成２０年度 交付者数  単独 ９人  介護人付 ８人 

○ 平成２１年度 交付者数  単独 ９人  介護人付 ７人 

○ 平成２２年度 交付者数  単独 ９人  介護人付 ７人 

 

(4)身体障害者相談員設置事業 

身体障害者の生活全般について、施設入所、医療、職業等の相談に応じ、あわせて補

装具、日常生活用具、身体障害者手帳等の相談に応じています。 

また、福祉事務所など各相談窓口が直接利用できない場合、地域に気軽に相談できる

よう身体障害者相談員２５名が、市から委託を受け相談業務を行っています。 

 

(5)特別障害者手当支給事業 

重度の障害によって生じる経済的負担を軽減するため手当を支給し、重度障害者の福

祉を増進することを目的とします。 

この特別障害者手当は障害の状態が重く（原則として重度障害が重複している人）、

日常生活において常時特別の介護を必要とする２０歳以上の在宅障害者に支給します。 
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区    分 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

受給者数（年度末） ７８人 ８５人  ９２人  １０４人 

手 当 月 額 ２６，４４０円 ２６，４４０円 ２６，４４０円 ２６，４４０円 

  （平成２３年４月から手当月額２６，３４０円に改定） 

 

(6)福祉手当支給事業 

  昭和６１年３月３１日現在、２０歳以上で従前の福祉手当の受給資格を有する方で、

障害基礎年金又は特別障害者手当を受けることのできない在宅障害者に引き続いて支給

します。 

区    分 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

受給者数（年度末） １５人 １４人 １１人 ９人 

手 当 月 額 １４，３８０円 １４，３８０円 １４，３８０円 １４，３８０円 

  （平成２３年４月から手当月額１４，３３０円に改定） 

 

(7)心身障害者扶養共済制度補助金 

自分の力だけでは生活していけない心身障害者の保護者に万一のことがあった場合、

残された障害者に年金を支給して生活の安定を図るとともに、保護者の不安が尐しでも

軽くなるようにと発足した共済制度への加入者に対し、掛金の一部を補助することによ

り、福祉の増進を図ります。 

 （対 象 者） 扶養共済の掛金納付者で前年分の市町村民税非課税世帯及び市

町村民税均等割のみ課税世帯に属する加入者 

 （補 助 額） 掛金の１／３（原則） 

 

(8)身体障害者小規模通所授産施設運営費補助金 

  在宅の心身障害者（児）で、事業所等に雇用されることが困難な方を対象として、そ

の能力に応じた授産指導を行うことを目的とする施設の運営に対し補助します。 

  ○ 実施機関   みどり園 

 

(9)障害バス優待乗車証交付事業 

市内に住所を有する１級～３級の身体障害者手帳を所持している方に対し、岩国市、
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岩国市交通局及びいわくにバス株式会社の運行するバス（市内路線のみ）の無料乗車証

を交付しています。 

○ 平成１９年度 交付者数  単独 ５４８人  介護人付 １，５１１人 

○ 平成２０年度 交付者数  単独 ５８０人  介護人付 １，５３４人 

○ 平成２１年度 交付者数  単独 ５９０人  介護人付 １，５６１人 

○ 平成２２年度 交付者数  単独 ５８５人  介護人付 １，６１５人 

 

(10)防長バス優待乗車証交付事業 

市内南河内地区と北河内、藤河地区の一部に住所を有する１級～３級の身体障害者手

帳を所持している方に対し、防長バスの無料乗車証を交付しています。 

○ 平成１９年度 交付者数  単独 ９人  介護人付 １３人 

○ 平成２０年度 交付者数  単独 ９人  介護人付 １３人 

○ 平成２１年度 交付者数  単独 ９人  介護人付 １４人 

 ○ 平成２２年度 交付者数  単独 ７人  介護人付 １３人 

 

(11)錦川清流線福祉乗車利用券交付事業 

 市内北河内地区の一部に住所を有する１級～３級の身体障害者手帳を所持する方に対

し、錦川清流線の無料乗車利用券を交付しています。 

 ○ 平成１９年度 交付者数  単独 １１人  介護人付 １０人 

○ 平成２０年度 交付者数  単独 １１人  介護人付  ９人 

○ 平成２１年度 交付者数  単独 １２人  介護人付 １０人 

○ 平成２２年度 交付者数  単独 １１人  介護人付  ９人 

 

(12)重度心身障害者医療費の助成 

重度心身障害者が受診又は入院治療を受けた際の保険適用分医療費の一部（自

己負担額）を公費助成し、経済負担の軽減により重度心身障害者の保健の向上と

福祉の増進を図ります。 

〔対 象 者〕次の年金や手当を受給している方、又は次の手帳を所持している方。 

        ○障 害 基 礎 年 金   １級 

        ○特別児童扶養手当   １級 

○身体障害者手帳   １級～３級 
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           ○療 育 手 帳   Ａ級 

           ○精神保健福祉手帳   １級 

〔所得制限〕老齢福祉年金の本人所得制限額を越えないこと。 

〔留意事項〕県外での受診につきましては、その場では一旦自己負担となります

が、その後に払戻しの手続きが取れます。 

○ 受給者実績  平成 19 年度末 ３，８８２人 

平成 20 年度末 ３，９０７人 

平成 21 年度末 ３，８６９人 

平成 22 年度末 ３，８７８人 

 

(13)車いす貸出事業 

下肢障害等で一時的に車いすを必要とする場合、 1 カ月を限度として貸出しをして

います。 

 

(14)在日外国人等障害者福祉給付金支給事業 

  重度障害者のうち、国民年金制度上、障害基礎年金等の受給資格を得ることのできな

かった在日外国人及び帰国者の重度心身障害者に支給します。 

区    分 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

受給者数（年度末） ２人 ２人 １人 １人 

手 当 月 額 ２０，０００円 ２０，０００円 ２０，０００円 ２０，０００円 

 

(15)難病患者等日常生活用具給付事業 

障害者自立支援法や介護保険法等の施策の対象とならない難病患者等に対し、日常生

活用具の給付を行う制度です。原則、利用者負担（生計中心者の所得によって異な

る）が必要となります。 

区  分 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

給付等件数 0 件 0 件 2 件 3 件 

公費支出額（円） 0 円 0 円 263,000 円 140,650 円 
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(16)そ の 他 

 ○ 売店の設置、たばこ小売人の指定について優先取扱 

 ○ 所得税、住民税の軽減（障害者控除等） 

 ○ 自動車税、軽自動車税及び自動車取得税の減免 

 ○ ＮＨＫテレビ放送受信料の減免 

 ○ 障害者更生資金の貸付 

  ○ 有料道路通行料の割引 



 - 24 - 

３．知的障害者福祉について 

 知的障害者の更生を援護すると共に必要な保護を行い、知的障害者の福祉向上を図る目

的で、昭和３５年に、「知的障害者福祉法」が制定されました。 

知的障害者は、知的機能の障害が発達期（おおむね 18歳まで）に現れ、日常生活に支

障が生じているため、何らかの援助を必要とする状態にある者のことをいい、知的障害者

に対する社会の理解と積極的な福祉対策が望まれています。 

知的障害者のうち、１８歳未満の知的障害児に対しては、児童福祉法に基づき児童相談

所が中心となって援護を行っています。 

１８歳以上の知的障害者については、福祉事務所が直接の窓口となって、様々な援護を

行っています。 

 

(1)療育手帳の交付状況 

知的障害者（児）に対して一貫した指導・相談を行うとともに、知的障害者（児）に対

する各種の援護措置（特別児童扶養手当等）を受け易くするために手帳を交付し、知的障

害者（児）の福祉の増進に資することを目的としています。なお、療育手帳には２種類あ

ります。 

（Ａ） ＩＱ３５以下の方、又はＩＱ３６以上５０未満で盲・ろう・肢体不自由等の障害

を有する方 

（Ｂ） それ以外の知的障害者（児）でＩＱが概ね７０以下の方 

 

       療  育  手  帳  所  持  者  数     （平成 23年 4月 1日現在） 

 （Ａ） （Ｂ） 
合  計 

１８歳以上 １８歳未満 １８歳以上 １８歳未満 

平成２０年度 ２６８人 ６９人 ３２９人 １００人 ７６６人 

平成２１年度 ２７２人 ７４人 ３３１人 １１４人 ７９１人 

平成２２年度 ２８０人 ６８人 ３５３人 １２２人 ８２３人 

平成２３年度 ２８５人 ７１人 ３７０人 １１７人 ８４３人 

 

(2)知的障害者相談員設置事業 

知的障害者の養育や生活について、施設入所、職親委託、職業相談、医療保険、教育相

談等さまざまな相談に応じています。 
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また、福祉事務所など各相談窓口が直接利用できない場合、地域で気軽に相談できるよ

う知的障害者相談員１０名に対し、市から相談業務を委託しています。 

 

(3)障害バス優待乗車証交付事業 

 市内に住所を有する障害程度Ａの療育手帳を所持している方に対し、岩国市、岩国

市交通局及びいわくにバスの運行するバス（市内路線のみ）の介護人付き無料乗車証

を交付しています。 

  ○ 平成１９年度 交付者数  介護人付 １７１人 

  ○ 平成２０年度 交付者数  介護人付 １７７人 

○ 平成２１年度 交付者数  介護人付 １７５人 

  ○ 平成２２年度 交付者数  介護人付 １７５人 

 

(4)防長バス優待乗車証交付事業 

 市内南河内地区と北河内、藤河地区の一部に住所を有している障害程度Ａの療育手

帳を所持している方に対し、介護人付き防長バスの無料乗車証を交付しています。 

  ○ 平成１９年度 交付者数  介護人付  ２人 

○ 平成２０年度 交付者数  介護人付  ２人 

○ 平成２１年度 交付者数  介護人付  ２人 

○ 平成２２年度 交付者数  介護人付  ２人 

 

(5)錦川清流線福祉乗車利用券交付事業 

 市内北河内地区の一部に住所を有している障害程度Ａの療育手帳を所持す

る方に対し、錦川清流線の介護人付き無料乗車利用券を交付しています。 

 ○ 平成１９年度 交付者数  介護人付  １人 

○ 平成２０年度 交付者数  介護人付  ２人 

○ 平成２１年度 交付者数  介護人付  ２人 

   ○ 平成２２年度 交付者数  介護人付  １人 

 

(6)渡船料助成事業 

 柱島地区に住所を有する障害程度Ａの療育手帳を所持する方に対し、離島の障害者福

祉に寄与することを目的として、介護人付き柱島渡船利用券（片道分年２８枚）を交付

しています。 
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○ 平成１９年度 交付者数   ０人 

○ 平成２０年度 交付者数   ０人   

○ 平成２１年度 交付者数   ０人    

  ○ 平成２２年度 交付者数   ０人 

 

(7) 福祉タクシー料金助成事業 

  市内に住所を有する療育手帳の所持者がタクシーを利用する場合、その料金の一部を

助成するものです。申請に基づき乗車利用券（年間 48枚、1枚につき 500 円、1回につ

き 1枚まで使用可能）を交付し、社会参加を促進します。 

 ○ 平成１９年度 交付者数  ２０９人 

○ 平成２０年度 交付者数  ２５２人 

○ 平成２１年度 交付者数  ２７０人 

  ○ 平成２２年度 交付者数  ２７１人 
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４．精神障害者福祉について 

  精神障害は、平成 5年に改正された「障害者基本法」により、身体障害者や知的障者

と並び、基本法の対象者として位置付けられ、従来の精神保健施策に加え、精神障害者

の福祉施策の充実を図ることが求められるようになりました。 

  平成 7年には、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」が成立し、精神障害者

保健福祉手帳が創設されました。 

  精神保健福祉行政は、都道府県及び保健所を中心に行われてきましたが、その施策の

範囲が、入院医療中心の施策から社会復帰を促進するための福祉施策に広がるにつれて、

利用者にとって身近な自治体である市町村の役割が大きくなってきました。 

平成 11 年には、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」が改正され、精神障

害者の身近なサービスは、市町村が担うこととなり、平成 14 年からは、居宅生活支援

事業や福祉サービス利用に関する相談業務について、市町村を中心に行なうことになり

ました。 

  以前は保健所が行なっていた精神障害者保健福祉手帳や通院医療費公費負担（現在の

自立支援医療の精神通院）の受付事務も、現在は市町村が担っています。 

 

(1)精神障害者保健福祉手帳の交付 

 精神障害者保健福祉手帳には、障害の重い順に 1級、2級、3級の３段階があります。 

障害等級は、医師（精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師）の診

断書をもとに、判定されます。 

   精神障害者保健福祉手帳所持者数  （平成 23年 4月 1日現在） 

区    分 １ 級 ２ 級 ３ 級 合 計 

平成２０年度 １８４人 ３３８人 １１１人 ６３３人 

平成２１年度 ２００人 ３９６人 １３７人 ７３３人 

平成２２年度 １９５人 ４０９人 １４３人 ７４７人 

平成２３年度 ２０９人 ４３２人 １５３人 ７９４人 

 

(2)障害バス優待乗車証交付事業 

  市内に住所を有する精神障害者の方に対し、岩国市、岩国市営バス及びいわくにバ

ス株式会社の運行するバス（市内路線のみ）の介護人付き無料乗車証を交付しています。 

  〔対 象 者〕 精神障害者保健福祉手帳の１級を所持、又は精神障害を支給事由

とする障害年金１級に該当する方 
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〔交付人数〕 平成１９年度  １２６人 

  平成２０年度  １２８人 

平成２１年度   １２７人 

平成２２年度  １２２人 

 

(3)防長バス優待乗車証交付事業 

  市内南河内地区と北河内、藤河地区の一部に住所を有している精神障害者の方に対し、

介護人付きの防長バス無料乗車証を交付しています。 

   〔対 象 者〕 精神障害者保健福祉手帳の１級を所持、又は精神障害を支給事由

と 

する障害年金１級に該当する方 

〔交付人数〕 平成１９年度  １人 

平成２０年度  １人 

平成２１年度  ２人 

         平成２２年度  １人 

 

(4)錦川清流線福祉乗車利用券交付事業 

  市内北河内地区の一部に住所を有している精神障害者の方に対し、錦川清流線の介護

人付き無料乗車利用券を交付しています。 

〔対 象 者〕 精神障害者保健福祉手帳の１級を所持、又は精神障害を支給事由

と 

する障害年金１級に該当する方 

〔交付人数〕 平成１９年度   ４人 

平成２０年度   ４人 

平成２１年度    ３人 

        平成２２年度   ３人 

 

(5)渡船料助成事業 

  柱島地区に住所を有する精神障害者の方に対し、離島の障害者福祉に寄与することを

目的として、介護人付き柱島渡船利用券（片道分年２８枚）を交付しています。 

   〔対 象 者〕 精神障害者保健福祉手帳の１級を所持、又は精神障害を支給事由

とする障害年金１級に該当する方 
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〔交付人数〕 平成１９年度   ０人 

平成２０年度   ０人 

平成２１年度   ０人 

          平成２２年度   ０人 

 

(6)福祉タクシー料金助成事業 

  市内に住所を有する精神障害者の方がタクシーを利用する場合、その料金の一部を助

成するものです。申請に基づき乗車利用券（年間 48 枚、1 枚につき 500 円、1 回につき

1枚まで使用可能）を交付し、社会参加を促進します。（平成１４年４月から実施）  

   〔対 象 者〕 精神障害者保健福祉手帳所持者 

〔交付人数〕 平成１９年度 交付者数  ３８０人 

平成２０年度 交付者数  ４８８人 

平成２１年度 交付者数  ５０６人 

平成２２年度 交付者数  ５３７人 
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５．障害者自立支援法について 

障害者基本法の基本的理念にのっとり、平成 18 年 4 月に施行された自立支援法によ

って、これまで障害の種別（身体障害・知的障害・精神障害）ごとに異なる法律に基づ

いて提供されてきた福祉サービスが一元化され、どの障害の人も共通のサービスを地域

において受けられるようになりました。 

自立支援法による総合的な支援システムは、自立支援給付と地域生活支援事業で構成

されています。 

福祉サービスは、個々の障害者の障害程度を踏まえて個別に支給決定される「障害福

祉サービス」と、市町村（地域）の実情を踏まえて柔軟に実施できる「地域生活支援事

業」に分けられます。 

「障害福祉サービス」は、「介護給付」と「訓練等給付」があり、利用の際のプロセス

は異なります。 

 

(1)居宅介護（ホームヘルプサービス）                            

障害者等につき、居宅において身体介護（入浴、排せつ及び食事等の介護）、家事援

助（調理、洗濯及び掃除等の家事）並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活

全般にわたる援助を行います。 

 

 

 

 

 

(2)重度訪問介護 

重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者につき、居宅において入浴、

排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及

び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に

行います。 

 

 

 

 

 

(3)児童デイサービス                     

  障害児につき、知的障害児施設、肢体不自由児施設その他の施設に通わせ、日常生

活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を行います。 

区  分 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

利用延人数 １，１３８人 １，１３５人 １，３６７人 

利用延時間 ２２，８８１時間 ２０，７４７時間 ２５，２０５時間 

区  分 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

利用延人数 ０人 ０人 １２人 

利用延時間 ０時間 ０時間 ４，０６９時間 
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(4)短期入所（ショートステイ）  

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童

福祉施設その他の施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短

期間の入所をして、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を行います。 

 

 

 

 

(5)療養介護                       

病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常

生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要する方につき、

主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学

的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医

療に係るものを療養介護医療として提供します。 

 

 

 

 

(6)生活介護 

障害者支援施設等において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産

活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要する方に

つき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除

等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作

的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必

要な援助を行います。 

 

 

 

 

 

区  分 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

利用延人数 ５１７人 ４９０人 ５０５人 

利用延日数 ４，０１６日 ４，０５０日 ４，６７８日 

区  分 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

利用延人数 ２５１人 ２６４人 ２８５人 

利用延日数 ３，１４８日 ３，２１３日 ２，９５０日 

区  分 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

利用延人数 ３５人 ２９人 ３５人 

利用延日数 １，０６１日 ８２０日 ９６７日 

区  分 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

利用延人数 １，１４３人 ２，４４８人 ３，０４８人 

利用延日数 １４，６４５日 ３９，１４８日 ５４，１８０日 
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(7)施設入所支援（新体系） 

その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事

等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。 

 

 

 

○ 実施機関  国立重度知的障害者総合施設のぞみの園・愛命園・邑知園・セルプ

南風・寿波苑・あそかの園更生部・太田川学園高陽寮専修部・鹿野

学園第二成人部・城南学園第三更生部・ひらきの里・むつみ園・広

島県立障害者リハビリテーションセンターあけぼの・高嶺園・緑風

園・山口県華南園・誘楽園・鼓澄苑・鹿野学園成人部・陽の出園・

山口県たちばな園・大田川学園成人部・なでしこ園・白木の郷・聖

恵会・なごみの里・ともえ学園・広島聖光学園・広島ひかり園・若

葉園・山口コロニー 

 

 

（8）共同生活介護（ケアホーム）                     

共同生活を営むべき住居に入居している障害者につき、主として夜間において、共

同生活を営むべき住居において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除

等の家事、生活等に関する相談及び助言、就労先その他関係機関との連絡その他の必

要な日常生活上の世話を行います。 

   

 

 

○ 実施機関  サンライズ・障害者グループケアホーム松星苑・なごみの里グループ

ホームケアホーム・ホーム青葉・安岡苑ケア＆グループホームひび

き・るりがくえんきららホーム・てご屋ホーム・ケアホームグループ

ホーム久米・ケアホームながさわ・よつばホーム・さつき園第１やし

ろホーム・グループホームケアホーム森林の里 

 

 

(9)身体障害者援護施設入所・通所支援（旧体系） 

  障害者が一定期間、施設に入所または通所することより、団体生活を通じて他人との

協力、仕事に対する態度、生活への意欲を体得させることにより、社会復帰を支援しま

す。 

区  分 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

利用延人数 ３３９人 １，３０５人 ２，００７人 

利用延日数 ９，８５２日 ３９，９０３日 ５６，２７７日 

区  分 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

利用延人数 ２０５人 ２２８人 ３６８人 

利用延日数 ５，６５４日 ５，８３９日 １０，６９５日 
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入      所 ・ 通   所      状      況         （平成 23年４月１日現在） 

施 設 の 種 類 施    設    名 人 員

（人） 

所    在    地  

授 産 施 設 社会就労センターセルプ宇品 3人 広島市南区宇品東6-2-20 

療 護 施 設 清風会吉田清風荘 1人 広島県安芸高田市吉田町竹原1900 

計 ２ 施 設 ４人  

 

(10)知的障害者援護施設入所・通所支援（旧体系） 

  知的障害者に一定期間の入所又は通所により、団体生活を通じて他人との協力、仕事

に対する態度、生活への意欲を体得してもらい、社会復帰に必要な訓練指導を行ってい

ます。 

岩  国  市  入  所 ・通 所 状  況       （平成 23 年４月１日） 

施設の種類 施      設      名 人員 所  在  地 

更生（入所） 大 分 県 糸 口 厚 生 園 １人 大分県宇佐市 

〃 第 ２ し ょ う せ い え ん ７人 下松市 

〃 つ く し 園 ３人 周南市 

〃 ひ  か  り  の  里 ４１人 岩国市 

更生 （入 所 ・通 所 ） 第 １ し ょ う せ い え ん ３人 下松市 

授産（通所） さ つ き 園 １５人 大島郡周防大島町 

〃 大 和 あ け ぼ の 園 １３人 光市 

〃 広島市皆賀園就労支援センター １人 広島市 

計 ８ 施設 ８４人  

 

(11)自立訓練（機能訓練）               

身体障害を有する障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に

通わせ、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害

者の居宅を訪問して行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等

に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。 

 

 

 

  ○ 実施機関  広島県立障害者リハビリテーションセンターあけぼの 

 

 

区  分 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

利用延人数 ７人 ３人 ８人 

利用延日数 １４１日 ４４日 １２２日 
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(12)自立訓練（生活訓練）               

知的障害又は精神障害を有する障害者につき、障害者支援施設若しくはサービス事業

所に通所し、当該障害者支援施設若しくはサービス事業所において、又は当該障害者の

居宅を訪問して行う入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必

要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。 

 

 

 

 

  ○ 実施機関  さわやか工房・山口コロニー 

 

(13)就労移行支援                      

就労を希望する６５歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能

と見込まれる方につき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に

必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応

じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援

を行います。 

 

 

 

 

  ○ 実施機関  しらかば園・広島聖光学園・安岡苑 

 

(14)就労継続支援 A型   

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等

に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な

知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。 

 

 

 

 

 ○ 実施機関  森林の里・清風会みつや工場 

 

 

区  分 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

利用延人数 ２４５人 １２人 ８３人 

利用延日数 ３，１３７日 １２３日 ９４８日 

区  分 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

利用延人数 ２１８人 ２８３人 ２６７人 

利用延日数 ３，３２０日 ４，０５７日 ４，６６７日 

区  分 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

利用延人数 １２人 １９人 ３６人 

利用延日数 ２４５日 ４１１日 ７８７日 
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(15)就労継続支援 B型   

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されてい

た障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用

されることが困難となった方、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至

らなかった方その他の通常の事業所に雇用されることが困難な方につき、生産活動その

他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練

その他の必要な支援を行います。 

   

 

 

 

○ 実施機関  一粒の麦・ワークハウス白壁・やなぎ園・よこやま工房・しらかば園・

てご屋自立支援センター・ささみ園・ワークショップ山口・工房いな穂・

安岡苑・山口コロニー 

 

(16)共同生活援助（グループホーム） 

地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生

活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。 

 

   

 

○ 実施機関  知的障害者グループホームケアホーム森林の里・城南学園グループ

ホーム・るりがくえんグループホーム・てご屋ホーム・ケアホーム

グループホーム久米・清風会第２竹原寮・光栄会グループホーム 

(17)補装具給付費（購入・修理）                    

身体障害者（児）の日常生活や社会生活の向上を図るために、その失われた身体機能

や損傷のある身体機能を補うための用具（補装具）の購入や修理を行うための制度です。

原則一割、利用者負担（月額上限があります）が必要となります。 

〔公費支出実績〕 

区分 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

購

入 

件数 114 件 96 件 130 件 152 件 

金額 16,921,197 円 9,512,989 円 21,632,879 円 17,883,512 円 

修

理 

件数 93 件 77 件 78 件 85 件 

金額 6,971,996 円 3,200,301 円 4,289,285 円 5,860,313 円 

計 
件数 207 件 173 件 208 件 237 件 

金額 23,893,193 円 12,713,290 円 25,922,164 円 23,743,825 円 

区  分 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

利用延人数 ７７５人 １，０９８人 １，４４４人 

利用延日数 １１，４９４日 １４，３８８日 ２０，０６２日 

区  分 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

利用延人数 １５０人 ８５人 ８８人 

利用延日数 ４，２５０日 １，８９５日 ２，６０７日 
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〔平成 22年度 補装具公費支出内訳〕（品目は、給付のあるもののみ記載）（金額：円） 

区  分 
購入 修理 

件数 公費支出額 件数 公費支出額 

義肢 
義手 1  75,684  0  0  

義足 3  759,969  8  2,081,558  

装具 
下肢 14  832,133  8  705,475  

靴型 1  132,715  0  0  

座位保持 

装置 

車いす 8  2,601,950  8  365,495  

電動車いす 1  429,002  2  106,296  

その他 1  354,512  0  0  

盲人安全つえ 11  44,277  0 0 

眼鏡 

矯正眼鏡 5 103,885  1  14,300  

遮光眼鏡 9 222,888  0  0  

弱視眼鏡 1 10,800  0  0  

補聴器 

高度難聴用ﾎﾟｹｯﾄ型 1 35,226  0  0  

高度難聴用耳かけ型 26 1,273,226  0  0  

重度難聴用ﾎﾟｹｯﾄ型 2 124,218  1  16,686  

重度難聴用耳かけ型 12 910,933  10  213,171  

耳あな型（ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ） 1 282,220  2  77,960  

車いす 

普通型 21 3,910,234  23  1,002,112  

ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ式普通型 2 446,543  0  0  

ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ・ﾃｨﾙﾄ式普通型 1 276,753  0  0  

ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ式手押し型 7 1,598,366  3  175,409  

ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ・ﾃｨﾙﾄ式手押し型 2 553,709  1  67,578  

その他 1 210,526  5  198,523  

電動 

車いす 

普通型(6Km/h) 0 0  2  134,423  

手動兼用型 1 422,382  6  251,981  

ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ式普通型 0 0  3  329,969  

電動ティルト式型普通型 1 819,195  0  0  
電動リクライニング・ティル

ト式普通型 
0 0  2  119,377  

その他 1 465,596  0  0 

座位保持いす 6 410,103  0 0  

歩行器 1 20,394  0 0 

頭部保持具 4 27,788  0 0 

歩行補助つえ 6 59,985  0 0 

重度障害者用意思伝達装置 1 468,300  0 0 

計 152 17,883,512 85 5,860,313 

 

(18)自立支援医療（更生医療・育成医療）  

身体障害者の更生に必要な医療で障害を除去、または軽減して日常生活を容易にするこ

と等を目的としている医療制度です。制度を受けるには申請が必要です。 

対象医療…冠動脈バイパス術、ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ埋め込み術、人工弁置換術、人工関節置換等 

１８才未満の者については、育成医療が適用されます。自己負担については原則とし

て医療費の一割負担です。 

ただし、世帯の所得水準等に応じてひと月当たりの負担に上限額を設定しています。 
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    更 生 医 療 の 給 付 状 況（平成２２年度） 

 

(19)自立支援医療（精神通院医療）                         

  一定の精神障害の状態にあり、通院により精神障害の治療を受けている方に対して，

その治療費を公費にて助成します。利用者負担として、原則１割の定率負担が生じます

が、世帯の所得水準等に応じて一月当たりの負担上限額が設定されています。 

○ 受給者数 

 

平成２０年４月１日現在 １，３６６人 

平成２１年４月１日現在 １，４４８人 

平成２２年４月１日現在 １，５１９人 

平成２３年４月１日現在 １，６３１人 

 

(20)障害者相談支援事業 

下記の各地域６箇所の事業所において、専門知識を持った職員が身体・知的・精神障

害者およびその家族に、各種福祉サービスの情報提供・介護相談及び関係機関との連絡

調整などの支援事業を行っています。 

①岩国市障害者サービスセンター（東部地域） 

②地域生活支援センタートライアングル（東部地域） 

③障害者支援地域生活支援センターしらかば（東部地域） 

④緑風園障害者生活支援センター（南部地域） 

⑤障害者支援センターリフレ（西部地域） 

⑥障害者地域生活支援センタープログレス（北部地域） 

区   分 支払決定実人員 
金         額 

公   費 自   費 合   計 

肢 体 不 自 由 13 人 986,119 円 393,253 円 1,379,372 円 

心 臓 機 能 障 害 75 人 14,294,490 円 1,769,448 円 16,063,938 円 

じん臓機能障害 261 人 79,196,254 円 10,947,484 円 90,143,738 円 

肝 臓 機 能 障 害 3 人 1,896,609 円 115,490 円 2,012,099 円 

免 疫 機 能 障 害 3 人 1,591,333 円 293,527 円 1,884,860 円 

合    計 355 人 97,964,805 円 13,519,202 円 111,484,007 円 
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(21)手話奉仕員派遣事業 

聴覚障害者等が公的機関及び医療機関に赴く等、社会生活上外出が必要不可欠な

場合において手話奉仕員を派遣します。 

○派遣実績（件数） 

区 分 
 平成 年度 

19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

行政事務 

市・県事務所等 
16 3 2 19 

医療 

市内医療機関等 
88 56 61 92 

保育・教育 

小・中・高等学校 
1 3 0 1 

警察・司法 

検察・裁判等 
5 0 0 0 

労働 

職安・企業等 
6 6 0 11 

生活 

住居・財産等 
31 86 79 98 

文化・教養・講演 

社会参加（活動） 
47 52 42 51 

そ  の  他 

来 館 相 談 等 
0 0 0 0 

合   計 194 206 184 272 

 

(22)手話奉仕員養成事業 

  聴覚障害者等のコミュニケーションの円滑化を図るため、手話で日常会話が行えるた

めに必要な手話の表現技術等を習得できるよう、手話奉仕員を養成しています。 

区  分 平成 19 年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

受講者数(修了者数) 17 人(19 人) 11 人(8 人) 10 人(9 人) 23人(16人) 

（19 年度の受講者＜修了者は、前年度未修了者が補講により翌年度に修了したため） 

 

(23)手話通訳者設置事業 

聴覚障害者等のコミュニケーションの円滑化を推進するため、手話通訳を行う者を社

会福祉協議会に設置し、聴覚障害者等とのコミュニケーションの仲介を行なうほか、手

話奉仕員等や要約筆記者及び情報通信技術の派遣に関して総合的な調整を行うととも

に、障害者相談支援事業者、関係行政機関、障害者福祉サービス実施機関等との連絡調

整等の便宜の供与を行います。 
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○活動実績（件数） 

区 分 
平成 年度 

19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

行政事務 

市・県事務所等 
113 70 62 49 

医療 

市内医療機関等 
181 209 247 211 

保育・教育 

小・中・高等学校 
4 19 13 16 

警察・司法 

検察・裁判等 
6 11 3 12 

労働 

職安・企業等 
72 61 27 34 

生活 

住居・財産等 
162 288 260 225 

文化・教養・講演 

社会参加（活動） 
43 43 34 39 

そ  の  他 

来 館 相 談 等 
48 57 38 33 

合   計 629 758 684 619 

 

(24)要約筆記奉仕員派遣事業 

中途失聴者、難聴者等の意思伝達を仲介するとともに大会等の場において、講演内容

等を頭上投影機（ＯＨＰ）などを使用して要約筆記をするほか、広報活動に協力します。 

区  分 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

派遣回数 ４７回 ３１回 ２３回 ２０回 

 

(25)要約筆記奉仕員養成事業 

聴覚障害者が集会等に参加する際に説明者の発言内容が理解できるように、その内容

を要約し聴覚障害者へ伝えるための要約筆記に必要な技術等の指導を行い、聴覚障害者

をサポートできる奉仕員を養成しています。 

区  分 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

受講者数（修了者数） 8 人（ 8 人） 7 人（6人） 6 人（5人） 4 人（4人） 

 

(26)情報通信技術指導員派遣事業 

外出困難な障害者等に対して情報通信技術に関する指導員を派遣することにより、個

人、団体などとのコミニュケーションの拡大を図るとともに、自宅に居ながら、情報通

信できる環境づくりを支援しています。 
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区  分 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

利用者数 ２人 ２人 ５人 ２人 

 

(27)日常生活用具給付等事業 

日常生活を営むのに支障がある重度の障害者（児）に対し、日常生活上の便宜を図る

ため、障害者用の日常生活用具の給付等を行う制度です。原則一割、利用者負担（月額

上限があります）が必要となります。 

区  分 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

公費支出件数 575 件 697 件 711 件 823 件 

公費支出額（円） 19,459,013 円 22,784,688 円 24,122,506 円 30,270,156 円 

 

〔給付対象品目〕 

種 目 品 目 

介護・訓練 

支援用具 

特殊寝台 体位変換器 

特殊マット 移動用リフト 

特殊尿器 訓練いす 

入浴担架 訓練用ベッド 

自立生活 

支援用具 

入浴補助用具 特殊便器 

便器 火災警報機 

頭部保護帽 自動消火器 

Ｔ字状、棒状のつえ 電磁調理器 

移動・移乗支援用具 歩行時間延長信号機用小型送信機 

特殊便器 聴覚障害者用屋内信号装置 

在宅療養

等 

支援用具 

透析液加温器 酸素ボンベ運搬車 

ネブライザー（吸入器） 盲人用体温計（音声式） 

電気式たん吸引器 盲人用体重計 

情報・ 

意思疎通 

支援用具 

携帯用会話補助装置 盲人用時計 

情報・通信支援用具 聴覚障害者用通信装置 

点字ディスプレイ 聴覚障害者用情報受信装置 

点字器 人工喉頭 

点字タイプライター 福祉電話（貸与） 

視覚障害者用ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾚｺｰﾀﾞｰ ファックス（貸与） 

視覚障害者用活字文書読上げ装置 
視覚障害者用ﾜｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻ 

（共同利用） 

視覚障害者用拡大読書器 点字図書 

排泄管理 

支援用具 

ストマ用装具（蓄便袋） 紙おむつ等 

（紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガ

ーゼ等衛生用品） 

ストマ用装具（蓄尿袋） 

収尿器 

居宅生活

動作 

補助用具 

住宅改修費  
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(28)日常生活用具貸付事業 

日常生活を営むのに支障がある在宅の重度の障害者（児）に対し、日常生活上の便宜

を図るため、日常生活用具の貸付けを行う制度です。 

区  分 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

貸付件数 ５件 ７件 ３件 1 件 

 

(29)おむつ給付事業 

  在宅の重度身体障害者（児）に対し、月額３，０００円分のおむつを給付することに

より、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とした制度です。 

〔対 象 者〕  

１ 市内に住所を有する在宅の重度身体障害者であって、常時失禁及び寝たきりの状

態のため、おむつが必要であると認められるもの 

２ 所得税非課税世帯に属するもの 

区  分 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

利用者数 ７人 ６人 ６人 ５人 

 

(30)移動支援事業 

視覚障害者、全身性障害者、知的障害者、精神障害者、障害児であって社会生活上、

必要不可欠な外出、余暇活動等社会参加のための外出等について、付添いをする方がい

ないため支障があるときにホームヘルパーを派遣し、外出のための支援を行なうことに

より、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とした制度です。 

 

 

 

 

 

(31)地域活動支援センター 

障害者等に対し、地域の実情に応じ創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との

交流の促進等の便宜を行うことにより、社会参加、社会復帰、地域生活支援の促進を図

ることを目的とします。 

 

 

 

 

区  分 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

利 用 者 数 ２７人 ２５人 ２８人 ２６人 

利用延時間 1,868 時間 2,259 時間 2,502 時間 2,694 時間 
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〇利用状況(平成２２年度)                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(32)知的障害者職親委託事業 

就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進と職場における定着性を高めるため、

知的障害者を一定期間、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人に預

け、生活指導および技能習得訓練等を行います。 

 

(33)日中一時支援事業 

障害者（児）を介護している人が、疾病その他の理由等により介護ができない場合に、

一時的に障害者（児）を保護します。 

 

 

 

 

 

(34)自動車運転免許取得、改造助成事業 

①自動車運転免許取得費助成事業 

  身体障害者の自立と社会参加の促進を図るため、自動車運転免許取得（第１

種運転免許に限る。）に要する費用の一部を助成します。 

 〇 助成額  費用の２／３以内で１００，０００円が限度 

区分 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

助成件数 1 件 1 件 0 件 2 件 

公費支出額（円） 100,000 円 100,000 円 0 円 200,000 円 

②自動車改造費助成事業 

身体障害者が自ら所有し運転する自動車の手動装置等の一部を改造するこ

とにより、社会参加が見込まれる方に対し、費用の一部を助成します。（所

得制限が有ります。） 

 

事業所名 利用者数 

地域生活支援センタートライアングル １６２人 

障害者支援センターリフレ ６８人 

岩国市障害者サービスセンター ８人 

ふれあいワークランド岩国 ４４人 

心身障害者（児）福祉作業所 みのり園 １８人 

 特定非営利活動法人 あさひ苑 ９人 

区  分 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 

利 用 者 数 ６０人 ６７人 １０８人 １１１人 

利用延日数 １，５６６日 ２，４２７日 ５，１８３日 ７，２０７日 
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 〇 助成額  １００，０００円が限度。 

区  分 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

助成件数 3 件 3 件 8 件 9 件 

公費支出額（円） 300,000 円 296,000 円 797,860 円 872,400 円 

 

(35)岩国市心身障害者体育大会開催事業 

障害者スポ－ツの普及とスポ－ツを通じ体力の増進、残存能力の活用を図り、交流を

深めることを目的とし、岩国総合支援学校グラウンドにおいて毎年 1 回開催しています。 

区  分 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

開 催 日 10 月 8 日(日) 10 月 7 日(日) 10 月 11 日(日) 10 月 10 日(日) 

参加障害者（児）数 ２９０人 １１５人 ８３人 １６９人 

（平成 20年度は会場工事のため開催なし） 

 

(36)心身障害者福祉啓発事業 

  障害者の社会参加への意欲の助長、及び障害者に対する理解の促進と啓発を図るため、

毎年１２月９日の「障害者の日」前後に、岩国市民会館にて作品展を行っています。 

 ○ 平成２２年度  １２月４日（土）～１２月６日（月） 岩国市民会館展示室  

区  分 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

出品者数 ２３３人 ２１０人 ２１６人 ２４６人 ３１１人 

作 品 数 ２０３点 １７１点 ２７２点 ２２１点 ３０７点 

 

(37)障害者（児）通所助成事業 

身体障害者手帳所持者及び精神障害者保健福祉手帳所持者で岩国市営バス福祉優待乗

車証交付要綱の規定に該当しないもの又は障害程度 Bの療育手帳を所持する通所者で、

岩国市営バスを利用して「しらかば園」「みのり園」「かつら福祉園」「よこやま工房」

「ふれあいワークランドいわくに」に通所する方の通所費用の９割（生活保護世帯は１

０割）を助成し、心身障害者の福祉の増進を図ります。 

    ○実績があった施設のみ記載        （平成 22 年度） 

施 設 名 利 用 者 数 助  成  額 

し ら か ば 園     ２１人 １，３８４，９８０円 
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み の り 園       ２人       ９７，７８０円 

よこやま工房 １８人       ５７５，９９０円 

合    計 ４１人 ２，０５８，７５０円 

 

(38)障害者ネットワーク推進事業 

身体障害者（児）、知的障害者（児）、精神障害者（児）、発達障害者及び難病患者の社

会参加の促進等を目的に、障害者福祉サービス、地域の社会資源、社会生活力を高める

情報などを収集し、障害者等にその情報を提供できる体制を構築することにより、福祉

の向上を図ります。 

 

(39)成年後見制度利用支援事業 

障害者福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知

的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の申立てに要する経費及び後見人等の報

酬の全部又は一部を助成することにより、障害者の権利擁護を図ります。 

○市長申立て件数 

平成１９年度 １件 

平成２０年度 １件 

平成２１年度 ３件 

平成２２年度 ０件 


